
　＜配偶者（被扶養者）＞

　＜16歳以上の健保扶養者＞　　※健保扶養と税法上の扶養の両方に加入されてるお子様分は提出不要です

NO

YES

　　●親・兄弟姉妹を扶養していて、別居の場合

～提出対象者の必要書類フローチャート～

A；※　60歳以上の方・障害年金受給者：年間180万未満まで扶養の範囲

　　　　19歳以上23歳未満のお子様：年間150万未満まで扶養の範囲

給与や年金収入、その他の収入はある？ ①市(区)役所で「所得証明」を取得

※「０」と記載されているものを取得ください。

①市(区)役所で「所得証明」を取得

②Ａ.＜給与収入＞ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ等

・勤務先で

「雇用証明願」※添付あり

※一時的に130万以上となった場合

・勤務先で

「事業主の証明」

②Ｂ＜.R8.1.1以降に退職の場合＞

・退職時の勤務先で

「離職票」(ｺﾋﾟｰ)もしくは「退職日が記

載されている源泉徴収票」(ｺﾋﾟｰ)または

「退職証明書」(ｺﾋﾟｰ)

②Ｃ.＜年金収入＞

・年金事務所で

「年金改定通知書」(ｺﾋﾟｰ)または

「年金振込通知書」(ｺﾋﾟｰ)

※最新の通知書を提出

②Ｄ.＜雇用保険、健保給付金＞失業給付、

傷病手当金等

ﾊﾛｰﾜｰｸ・健康保険組合で

・「雇用保険受給資格者証」(ｺﾋﾟｰ)

・傷病手当金等の「支給決定通知書」(ｺﾋﾟｰ)

②

Ｅ.＜事業所得＞ Ｆ.＜不動産所得＞ Ｇ.＜配当金,利子収入等＞

令和7年 「確定申告書」(ｺﾋﾟｰ)

（第1表、第2表、第3表、収支内訳書）

【必要提出書類（別紙）】と併せてご確認ください！

②＜別居の方＞

仕送り額が確認できる書類

R7.7月～R8.6月までの連続12か月分の通帳(ｺﾋﾟｰ)または銀行振込確認書(ｺﾋﾟｰ)


